
230401 労働者派遣契約約款 

豊田市労働者派遣契約約款 

 
（総則） 

第１条 甲及び乙は、この契約書に基づき、別冊の仕様書及び図面（以下「仕様書等」と

いう。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 

２ 乙はこの契約書記載の業務（以下「業務」という。）について甲に対し、乙の雇用する

労働者を派遣し、甲の指揮命令に従って業務に従事させ、甲は乙に対し、この労働者派

遣の対価として契約金額を支払うものとする。 

３ 甲は、業務に関する指示を乙に対して行うことができる。この場合において、乙は、

当該指示に従い業務を行わなければならない。 

４ 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約の終了後

又は解除後においても同様とする。 

５ 乙は、業務を処理するに当たり個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害す

ることのないよう努めなければならない。 

６ この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、解除等は、書面により行

わなければならない。 

７ この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 

８ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

９ この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場

合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。 

１０ この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第

８９号）及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

１１ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

１２ この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって

合意による専属的管轄裁判所とする。 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては

ならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。   

 （乙の履行義務） 

第３条 乙は、甲に対して、仕様書等に定める要件及び条件のほか、この契約書に定める

ところに従い、目的達成に適する労働者の派遣を行わなければならない。また、甲乙協

議の上仕様書等が変更されたときは、変更された仕様書等に従って実施しなければなら

ない。 

（個別契約の締結） 

第４条 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法、同法施行規則（昭

和６１年労働省令第２０号）等の規定により、派遣労働者の従事する業務内容、就業場

所、就業時間その他労働者派遣に必要な細目について、別に契約で定めなければならな

い。 

２ 乙は、前項の契約（以下「個別契約」という。）に基づく派遣就業の目的達成に適する

労働者の派遣を行い、あらかじめ労働者派遣法第３５条に規定する事項を甲に通知しな

ければならない。 

（派遣先責任者） 

第５条 甲は、労働者派遣法の規定により、自己の雇用する職員の中から派遣就業の場所

ごとに所定人数の派遣先責任者を選任し、個別契約で定めなければならない。 

２ 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して個別契約に定める事項を遵守

させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。  

（派遣元責任者） 

第６条 乙は、労働者派遣法の規定により、自己の雇用する労働者（法人の場合は役員を

含む。）の中から事業所ごとに所定人数の派遣元責任者を選任し、個別契約で定めなけれ

ばならない。 

２ 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。  

（指揮命令者） 

第７条 甲は、自己の雇用する職員の中から派遣就業の場所ごとに指揮命令者を選任し、

個別契約で定めなければならない。 

２ 指揮命令者は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、個別契約

に定める就業条件を守って業務に従事させなければならない。 

（苦情処理） 
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第８条 甲及び乙は、派遣労働者からの苦情処理の申出を受ける担当者を選任し、派遣労

働者から申出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連携体制等を個別契約で定めなければ

ならない。 

（適正な就業の確保） 

第９条 乙は、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに、甲の指揮命令等に従

って職場の秩序、規律及び守秘義務を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教

育し、及び指導しなければならない。 

２ 甲は、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメ

ントの防止等に配慮するとともに、甲の施設及び設備等で派遣労働者の利用が可能なも

のについては、便宜の供与に努めるものとする。 

３ 甲の派遣労働者に対する派遣業務遂行上の指揮命令は、労働者派遣契約に定める甲の

指揮命令者が行うものとし、甲は、当該指揮命令者が不在の場合の代行命令者について

も、派遣労働者にあらかじめ明示しておくよう努めるものとする。 

（労働基準及び安全衛生の確保） 

第１０条 甲及び乙は、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働安全衛生法（昭和４

７年法律第５７号）等の規定を遵守し、派遣労働者の労働基準及び安全衛生の確保に努

めるものとする。 

（派遣労働者の交替） 

第１１条 甲は、派遣労働者が就業するに当たり、遵守すべき甲の業務処理方法、服務規

律等に従わない場合又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達成できない

場合は、乙にその事由を明示し、代替要員の派遣を求めることができる。 

２ 乙は、派遣労働者の傷病、事故、年次有給休暇の取得その他やむを得ない事由により

個別契約に定める人数に欠員が生じるおそれがある場合には、直ちに甲にその旨を連絡

するとともに、欠員を生じないよう直ちに措置をしなければならない。ただし、甲にお

いてその措置の必要がないと認めたときは、この限りでない。 

（契約変更又は一時中止） 

第１２条 甲は、必要がある場合には乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一時

中止し、若しくはこれを打ち切ることができる。この場合において、契約金額又は契約

期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。  

２ 前項の規定による変更等により乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償するも

のとし、賠償額は甲乙協議して定める。 

 （損害賠償） 

第１３条 乙は、業務を行うにつき他に損害を与えるおそれがあるときは、自己の費用を

もって必要な予防措置を講じなければならない。 

２ 乙は、天災その他不可抗力によって損害が生じたときは、事実発生後遅滞なくその状

況を甲に通知しなければならないものとし、この場合の損害は、乙の負担とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、その損害の原因が乙の善良なる管理者としての注意を怠ら

ず、又は損害の防止に適切な措置をしたと認められるにもかかわらず発生したものであ

るときは、乙は甲にその損害の一部負担を求めることができるものとし、損害額の算定

及び負担割合等は、甲乙協議して定める。 

 （甲の解除権）  

第１４条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除

することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲はその責めを負わないも

のとする。 

（１）乙の責めに帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込み

がないと認められるとき。 

（２）乙が契約の重要な事項に違反したとき。 

（３）乙が契約履行について不正行為をしたとき。 

（４）乙が契約履行上必要とされる資格の取消し又は停止を受けたとき。 

２ 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙が既に業務を完了した部分

があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分について、既

履行部分に対する契約代金相当額を乙に支払うものとする。 

３ 乙は、第１項の規定により契約を解除されたときは、契約金額の１０分の１に相当す

る額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、単価契約をしたものについては、乙は、全部解除にあって

は契約金額に予定数量を乗じて得た金額（以下「予定契約総額」という。）の１０分の１

に相当する額を、一部解除にあっては予定契約総額から契約代金の累計額を控除した金
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額の１０分の１に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければな

らない。 

５ 甲は、契約を解除するときは、契約解除通知書によりその旨を乙に通知しなければな

らない。 

（談合その他不正行為に係る解除） 

第１５条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除

することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲はその責めを負わないも

のとする。 

（１）公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条第１

項若しくは第２項（第８条の２第２項及び第２０条第２項において準用する場合を含

む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第１７条の２又は第２０条第１項の規定に

よる命令（以下「排除措置命令」という。）を行い、当該排除措置命令が確定したとき

。 

（２）公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第７条の２第１項（同

条第２項及び第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴

金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

（３）公正取引委員会が、乙に独占的状態があったとして独占禁止法第６５条又は第６７

条の規定による審決（独占禁止法第６７条第２項の規定による該当する事実がなかっ

たと認められる場合の審決を除く。）を行い、当該審決が確定したとき（独占禁止法第

７７条第１項の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。）。 

（４）乙が、公正取引委員会が乙に独占的状態があったとして行った審決に対し、独占禁

止法第７７条第１項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについ

て請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 

（５）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第

１号に規定する刑が確定したとき。 

（６）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法第１９８条の規

定による刑が確定したとき。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合における当該解除に係る違約金の徴収について

は、前条第２項から第５項までの規定を準用する。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第１６条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除す

ることができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲はその責めを負わないものと

する。 

（１）法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあっては非

常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員

等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所

を代表する者をいう。以下同じ。）に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。）又は暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以

下「暴力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行

為等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がいると認められるとき。 

（２）暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその法人等の経営又は

運営に実質的に関与していると認められるとき。 

（３）法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経

営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められる

とき。 

（４）法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若し

くは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（５）法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係

を有していると認められるとき。 

（６）法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知り

ながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠償を

乙に請求することができる。 
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３ 第１４条第２項及び第５項の規定は、第１項の規定による契約の全部又は一部の解除

について準用する。 

（談合その他不正行為に係る賠償金の支払） 

第１７条 乙は、この契約に関して、第１５条第１項各号のいずれかに該当するときは、

甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の１０分の１に相当

する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同

様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の

額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 

 （乙の解除権） 

第１８条 乙は、甲がこの契約について重大な違反をし、その違反により契約の履行が不

可能となったときは、この契約を解除することができる。 

２ 前項の場合において、乙に損害が生じたときは、乙は、甲にその賠償を求めることが

できる。 

 （請求金額の支払） 

第１９条 乙は、甲の指定する請求書により契約金額の支払を請求するものとする。ただ

し、頭書において別段の定めをした場合においては、この限りでない。 

２ 甲は、前項の規定により所定の手続に従って適正な請求書が提出されたときは、これ

を受理した日から３０日以内（その末日が法令の規定により定められた金融機関の休日

に当たるときは、その日以後最初の金融機関の休日以外の日を当該期間の末日とみなす。

）に支払をしなければならない。 

３ 甲は、前項の支払を遅滞したときは、遅滞日数に応じ未払金額に対し年３．１パーセ

ントの割合で計算した遅延利息を支払うものとする。 

（契約終了時の派遣業務の引継、移行支援等） 

第２０条 乙は、契約の全部若しくは一部を解除した場合又は契約期間が終了した場合は、

当該派遣業務を甲が継続して遂行できるよう必要な措置を講ずるとともに、他者に移行

する作業を支援するものとする。 

２ 前項に規定する必要な措置及び支援の具体的な内容については、甲乙協議の上定める。 

（妨害又は不当要求に対する届出義務） 

第２１条 乙は、契約の履行に当たって、妨害（不法な行為等で、業務履行の障害となるも

のをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益が

ないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正

当なものと認められないものをいう。）を受けた場合は、警察へ被害届を提出しなければな

らない。 

２ 甲は、乙が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の被害届の提出を怠った

と認められる場合は、豊田市の調達契約からの排除措置を講ずることができる。 

 （契約外の事項） 

第２２条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、豊田市契約規則

の定めるところによるほか、その都度甲乙協議して定めるものとする。 

 


